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教 育 委 員 会 規 則

島根県教育庁等職員服務規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年12月27日

島根県教育委員会委員長 北 島 建 孝

島根県教育委員会規則第19号

島根県教育庁等職員服務規則の一部を改正する規則

島根県教育庁等職員服務規則（昭和36年島根県教育委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。

第２条に次の１号を加える。

⑺ 旅費事務システム 職員の旅費に関する条例施行規則（昭和27年島根県規則第61号）第３条第２項に規定する旅費

事務システムをいう。

第16条の見出しを「（現住所及び連絡先の届出）」に改め、同条第１項中「住所届（様式第５号）」を「着任後速やか

に現住所及び連絡先」に、「、着任後５日以内に提出し」を「届け出」に改め、同条第２項中「又は勤務所に変更を生じ

たとき」を「若しくは連絡先を変更し、又は所属を異動した場合」に、「つど、住所届」を「都度現住所及び連絡先」

に、「提出し」を「届け出」に改め、同条に次の１項を加える。

３ 前２項に規定する現住所の届出は、旅費事務システムに登録することにより行うものとする。

様式第５号を次のように改める。

削除様式第５号

附 則

この規則は、平成24年１月１日から施行する。
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